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2024 年度愛知県障害者自立支援協議会 議事録 

 

１ 日時 令和 7 年 3 月 26 日（水） 午後 2 時から午後 4 時まで 

 

２ 場所 愛知県自治センター12 階 会議室 E 

 

３ 出席者 

  石田洋子委員、内村紀子委員、江川和郎委員、神谷しのぶ委員、大岩資幸委員、 

木本光宣委員、黒川高良委員、小島一郎委員、鈴木智敦委員、高木慶太委員、 

辻川幸博委員、坪井重博委員、手嶋雅史委員、⾧坂宏委員、松崎俊行委員、 

  松下直弘委員、山田法子委員、渡邉久佳委員 

 

４ 開会 

＜障害福祉課⾧挨拶＞ 

＜委員紹介＞ 

＜資料確認＞ 

 

鈴木会長 

皆さん、こんにちは。桜の開花宣言のニュースばかりが流れているかと思いました

が、今日は宮崎県で 30 度を超えたっていう話なので、気温の差が激しかったりとか、

花粉が飛んでいたりとか、体調不良に気を付けてください。本日は年度末でお忙しい

中、愛知県障害者自立支援協議会にご出席いただきありがとうございます。この協議

会は、愛知県における障害のある方々への支援体制に関して、課題を共有し、体制の

整備に向けた協議を行う場であります。委員の皆様方におかれましては、この趣旨を

ご理解いただき、会議が充実したものとなりますように、ご遠慮なくご意見をいただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

本日の会議内容は、皆様のお手元の次第にありますように、議題が 2 件。報告事項

が 5 件となっております。会議の終了時刻は 16 時を予定しております。委員の皆様方

のご協力をいただきまして、スムーズに会議を進めていきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。それでは議事に入らせていただきます。議題の 1、愛

知県障害者自立支援協議会専門部会の活動状況についてのうち、人材育成部会から始
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めたいと思います。小島部会⾧よろしくお願いします。 

議題 

（１） 愛知県障害者自立支援協議会専門部会の活動状況について 

人材育成部会 

人材育成部会 小島部会長 

よろしくお願いします。資料 1 の方を見ながらご説明をいたします。議題としては 2

点ありまして、1 点目が人材育成ビジョンの見直しについて、2 点目が、研修の実施状

況に係る調査についてとなっています。まず議題 1 の人材育成ビジョンの見直しにつ

いてですけれども、令和元年に策定しまして 5 年経過をしましたので、情報の更新で

すとか、研修を取り巻く状況も変わってきておりますので、見直しをするということ

です。特に市町村や圏域、県の役割とか、研修の内容整理できたらということで検討

して参りました。ビジョン自体は、いろいろ見直しをしまして、部会としては、最終

確認をした上で今年度中に決定をするということになっております。 

その中で委員さんからのご意見をいくつかご紹介しますと、いろいろと文言の修正

のこともありますけれども、事業所の経営者や管理者向けにも人材育成の研修が引き

続き必要ではないかとか、国の制度改正や、研修の数が必要だからなんですけれども

増えていっている状況の中で、どの研修が必須でどれが任意なのかっていう整理や、そ

もそも研修がより必要だと思われる新規の指定事業者にどのように伝えていくかとい

うところが重要なのではないかというご意見をいただきながら見直しできたところで

す。人材育成ビジョンの見直しについては以上です。 

続いて議題 2 の研修の実施状況についてです。これについては毎年継続して、各市

町村の研修の実施状況について調査をしております。前年度と当該年度の分をテーマ

に沿って、実施状況等調査しておりまして、各市町村ですとか、基幹相談センターな

んかからも参考になるというふうにもご意見をいただいているところです。調査結果

といたしましては、資料の通りで、毎年、相談支援ですとか、事例検討グループスー

パービジョン、権利擁護といったところが多く研修が取り組まれておりますし、他も

含めて全体としても、それぞれのテーマ安定的に実施をしていただいているのかなと

いうふうに考えています。今年度は特に、11 番 12 番 13 番といった、最近より話題に

なっているテーマというものを設定をしたということと、今後についても調査の継続

性ということはあるんですけれども、よりその時に話題になったり、テーマとして取

り上げて欲しいものも盛り込みながら、調査の方をしていきたいというふうに考えて

います。 
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委員さんからのご意見として、その他の中に、権利擁護の内容もあり、より権利擁

護に関する研修ってのが行われているということではないかということですとか、同

じ権利擁護で虐待防止に関する研修というのは重要であるのは言うまでもないんです

けども、サビ管さん向けですとか管理者向けにも実施をしていくことで、直接的な効

果に繋がりやすいのではないかというご意見もいただいています。今後については、

それぞれの研修がどのようなまた、経験値、解消の方向けに実施されているかという

視点も持った方がいいのではないかというふうに考えているところです。 

最後、報告事項です。サビ管等研修事業者との意見交換について、すでに行ってい

るところですけれども、今年度から東北福祉カレッジさんという、新たな指定研修事

業者が加わった形でサビ管等研修の方を行っています。もともと愛知県社協さんが指

定事業者としてやっていた研修ですので、現在 2 つの指定事業者が研修を実施してい

るという格好になっておりまして、委員さんからの意見の一番下にありますけれど

も、愛知県の指定研修として、事業者ごとの特徴があること自体はよいのですが、内

容については必要な標準化が図られるべきではないのかということで、意見交換の方

行っています。特に演習について、演習というのは意見交換をしたりですとか、そこ

で横の繋がりができるということが重要な点だと思うんですけれども、基本リモート

だけで実施するということが見られたり、今はコロナ禍以降、講義については、動画

を収録して配信することが多いんですけども。その動画についても古いままの動画が

使われ続けると、情報が古いまま受講者の方に届いてしまう等、いろいろ問題点とい

うことも見られるものですから、そういうところをまた今後標準化を図っていくべき

だと考えております。報告としては以上です。 

鈴木会長 

ありがとうございました。人材育成ビジョンの見直しとそれから市町村で、研修、

それからサビ児管研修関係の意見交換会の内容です。ただいまの説明について、委員

の皆様方、ご質問ご意見等ございますか。松下委員、お願いします。 

松下委員 

愛知県知的障害者福祉協会の松下です。ご報告ありがとうございました。議題の 1

と報告事項それぞれで 2 つずつ気になっている事ということで、お話ができればと思

います。議題の 1 で委員の皆さん方からの意見の中に、管理職系の人材育成の研修が

必要ではないかというお話があったということですが、これは愛知県知的障害者福祉

協会においても、管理者向けの研修ってのはやはり必要だなという話題は出ておりま
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して、そのプログラム、どのようなものがいいのかということの検討を毎年している

わけですが、人材育成だけではなくですね、福祉サービスとはそもそもどういうもの

なのか、それからこの事業を通じて何を社会において実現するのかという本来の管理

運営上の、事業の目的や法理念といったところから、不十分な方たちがいらっしゃる

ということも、感じているところがありますので、人材育成だけではなくそういっ

た、事業の運営のあり方、期待されるものということについても、一定プログラムと

して考えていかなくちゃいけないのかなというふうに思っているところです。今後の

議論の中でぜひそちらも加味していただけるといいのかなというふうに思っていると

ころです。 

2 つ目が研修の数が増えているという話題ですが、これについては令和 7 年度から

就労関係の研修もまたさらに増えてくるというところで、高齢障害者求職者雇用支援

機構さんが実施されていく、令和 7 年度からの障害者の就労支援に関する基礎的研

修、こちらについては将来的にはＡ型Ｂ型の事業や、就労移行、定着についても、必

須研修になっていく可能性があるというふうに耳にしておりますので、情報がしっか

りと周知されていくように、例えばアドバイザーの皆さん方を通じて各市町村であっ

たりとか、私たちも団体を通じて案内してく必要があるかなと思いますが、共有しと

く必要があるのかなというふうに思っているところです。ご報告の通り研修が多く、

法定研修に出席をさせることで必死というような事業者の実態もある中で、支援の

質、中身をよくしてこうという研修も、福祉協会としても実施するんですが、なかな

かこういったところに参加をいただくことが難しいという現状もまた一方でありまし

て、団体としても引き続き、支援の質を高めていくための研修について努めていきた

いなというふうに思っているところです。 

それから報告事項の方でもう 2 点お話をさせていただければと思います。先般東北

福祉カレッジさんと県社協さん、それから講師の皆さん方との意見交換会に私も視聴

させていただくだけでしたけれども参加をさせていただきました。その中でやはり、

課題だなと思うところは、東北福祉カレッジさんはやはりオンラインを通じた学習が

メインになりますので、県社協を通じて愛知県でこれまで築き上げてきた研修の中身

と何か大きく違うかというと、やはり習熟度をしっかりと意識をされたプログラムに

なっているか。つまり研修受講修了された方たちが実際にそのサビ管・児発管として

活動されてくるということをどこまで想定して研修を考えて組み立てているかという

ところに差があるというふうに感じました。それは、背景としては愛知県や、各市町

村における地域の実情、サービスの展開状況などが、東北福祉カレッジさんの場合だ
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と、やはり遠方でのマネジメントですので、このあたりがよくわかっていないところ

があるかなというところが感じられるところでした。まず 1 回目だったので、お互い

思うところを並び上げるっていう形で終わってしまいましたので、ご指摘の通り標準

化というのも、どういうサビ管児発管を愛知県の中で育てていきたいのか、そしてど

うやって各市町村の各事業所で、勤めていきながら、より支援の内容を充実させてい

くのかということを、しっかりと知らせていく必要があって、この意見交換会の中で

話題になりましたけども研修が終わった後のやっぱりフォローアップも重要だろうと

いうことで。そうすると、以前からこの協議会でも私もお話しさせていただきました

けれども、研修プラス市町村におけるフォローの体制、研修のあり方であったりと

か、分野別の固有の課題について学んでいくであったりとか、社会福祉について共有

していくとか。そういったことを市町村の中でもしっかりと位置付けていかれるとよ

り充実するのではないかなということで、相乗効果で研修を考えていく必要があると

いうことを感じました。そんなことを感じた意見交換会でしたので、また次の検討の

材料として活用していただければと思います。以上です。 

鈴木会長 

ありがとうございます。本当に研修がいろいろと増えてきているなか、その中でま

た選んでいくということになっていかざるを得ないと思っております。先ほどの管理職

の研修などは、全社協とかでも実施していたりとか、いろいろなところの研修も生か

しながら、という風には思います。小島部会⾧何かあれば。 

小島部会長 

研修事業者の件については今松下委員からもありましたように今年 1 年目というこ

とで、お互い状況を見ながらというところはありましたけども、一方で人材育成部会

の中で私も含めて、2 名ですね、新たな事業者という意味で東北福祉カレッジさんの

研修を、ちょっと視察といいますか、いろいろと県の方にも気になるところは伝えて

おるところですので、お願いしたいことは、県の方からもお願いしてもらいつつ、ま

た来年度以降お互いに確認をしながらというふうになっていくかなと思っておりま

す。以上です。 

鈴木会長 

ありがとうございます。その他ご質問ご意見等ございますでしょうか。では他に発

言もないようですので、地域生活移行推進部会に移りたいと思います。⾧坂部会⾧さ

んよろしくお願いいたします。 
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地域生活移行推進部会 長坂部会長 

では地域生活移行推進部会の検討状況等の報告をさせていただきます。資料 2 をご

覧ください。①の地域生活支援拠点等の整備につきましては、第 7 期障害福祉計画で

は 2026 年度末までに、各市町村は地域生活支援拠点等を整備し、コーディネーター

等の配置、支援ネットワークなどによる効果的な支援体制等の構築を進めるととも

に、機能の充実のため、年 1 回以上、運用状況を検証及び検討することになっており

ます。前回のこの本会議においてご報告させていただいた通り、地域生活支援拠点の

整備状況につきましては、県内 54 の全市町村において整備されております。第 1 回部

会の内容は記載の通りで、第 2 回部会の状況としては拠点における機能の充実の役割

が求められる、コーディネーターの配置状況の調査結果について検討がなされまし

た。その中で委員からは、「令和 6 年度の障害福祉サービス報酬の改定で、一定の評価

がなされるようになっているので、今後配置が進んでいくと思う。」や、「各市町村や

各事業所等において、地域生活支援拠点等の制度創設時の理念や、必要性を再認識し

てもらい、機能の充実に向けて取り組んでいくよう、引き続き支援していく必要があ

る」という意見が出されました。次年度の取り組みにつきましては、引き続き各市町

村において地域の実情に応じた地域生活支援拠点等の機能の充実が図れるよう運営状

況を紹介し、各市町村へ情報提供を行って参ります。 

続きまして、②のグループホーム整備・運営支援制度については、新たに整備を検

討している者を主な支援対象とし、立ち上げから運営までトータルに支援することを

目的として、実施しており、今年度は、スタートアップ相談会、グループホーム見

学・相談会、モニタリング調査等の事業を実施しました。また、今年度は、支援コー

ディネーターを増員し、日中サービス支援型ホームに対するモニタリング調査を実施

しております。そのモニタリング調査結果については、事務局から別途報告させてい

ただきます。 

第１回の部会の内容は記載のとおりで、３月７日に開催された本調査報告会の参加

者については３２人で、その内訳としては管理者、サービス管理責任者、エリアマネ

ージャーなどが多く参加されていたとのことです。 

第２回の部会では、今年度の運用状況を報告するとともに来年度の制度案につい

て、検討を行いました。委員からは、「スタートアップ相談会の講義において、強度行

動障害を有する人に対して、どのような環境整備や支援が必要かを伝えていく必要が

ある。」という意見や、「福祉初心者、外国人が従事するグループホームも増えている
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が、研修に参加する時間がないグループホームであっても、職員への研修機会の確保

していく必要がある。」という意見が出されました。 

そこで、第３回の部会では、今年度の事業実施状況と、委員から出された意見を踏

まえた来年度の当事業の方針について報告がなされました。その内容については、資

料２－１「グループホーム整備・運営支援制度事業 実施状況について(令和６年

度)」及び資料２－２「令和７年度 グループホーム整備・運営支援制度」のとおり

で、時間の都合上、説明を省略させていただきます。資料２にお戻りください。委員

からは「「地域連携推進会議」について良い取り組みがあれば情報共有してもらいた

い。」や「スタートアップ相談会では、障害のある方に対する支援の物語(具体的に障

害のある方の地域での暮らしの支援からグループホームが誕生した物語)を取り上げる

ことや具体的な支援技法等を学ぶことができる専門的な研修を紹介することはどう

か。」という意見が出されました。 

なお、地域連携推進会議については、事務局にて県内の実施状況調査を行った旨の

報告がありました。詳細は資料８をご覧ください。速報値として、開催が努力義務で

ある今年度の状況については、県所管の４００か所のうち４．２％にあたる、１６の

グループホームで１月までに開催され、１５．８％にあたる、６１のグループホームで

年度内に開催される予定です。 

また部会後の事務局との打ち合わせにおいて、今後の地域連携推進会議に関する県

の支援の方向性を確認しました。本調査では、開催に当たっての課題も聴取しており

ますので、その課題を踏まえ、地域連携推進会議の効果的な運用に向けて、地域アド

バイザーと連携を図ることや、市町村に対して地域連携推進会議の開催に関する協力

を求めていく予定です。 

次年度の取組についてですが、引き続き、スタートアップ相談会、グループホーム

見学・相談会、モニタリング調査を通して、グループホームの支援の質の向上を図っ

ていく予定です。以上で、地域生活移行推進部会の報告とさせていただきます。 

鈴木会長 

ありがとうございました。ただいまの説明についてご意見、ご質問ご意見等ございま

すでしょうか。松下委員お願いします。 

松下委員 

愛知県知的障害者福祉協会の松下です。ご報告ありがとうございました。3 つほどで
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しょうか。まずは気になるところからですけれども、資料の 2－1 で、グループホーム

の整備・運営支援制度事業、こちらの実施状況の資料をつけていただいてるんです

が、資料を拝見していて、この表現はちょっと、あまりよろしくないのではないかな

というふうに、ちょっと気になったところですが。スタートアップ相談会やグループ

ホーム相談会の内容のところで監査のポイントについてっていう記載があるんです

が、そうすると、初めて事業に関心を持ってこられる方だと、この監査で指摘をされ

た事項について、やらなければ大丈夫というふうに思ってしまいかねないなと思っ

て、どちらかというとその、実地指導や監査の指摘事項というのは、法令に準拠して

これが不適切であるよということであったりとか、或いは支援の質を担保していくた

めには、この取り組みをしないと良くないよっていうところの指摘になるかと思うん

ですが、そうなるとですね、監査対策みたいな意味合いに聞こえてしまうので、ちょ

っと前向きにといいましょうか。監査の指摘事項から見る支援のあり方についてなど

のような、何となくグループホームの運営を新たにしていくにあたって、先ほどすご

くいいなという表現がそのグループホームや福祉制度のその物語を伝えてくってのは

どうだろうかということが出ていましたので、この辺りの事業の理念とか、何を実現

しようとしてくのかっていうところをしっかり伝えていくための材料として、監査等

におけるその指摘事項を取り上げていかれるっていうと、効果的なのかなと思ったと

きに、担当されている方と表現を 1 度検討してみたらどうだろうかということをお伝

えいただけるといいかなと感じたところです。 

それから、先ほど資料 2 でご説明がありました外国人の従業者が増えてきていると

いうところですが、グループホームに限らず他の事業でも今後増えてくることが考え

られます。この部会だけの課題ではないかもしれませんが、外国人材を受け入れてい

る機関さんと連携していくということも、もしかしたらこれから必要になってくるの

かなと感じました。この辺りはすでに外国人の従業者を受け入れている法人さんなど

と少し情報共有をしてくっていうこともあってもいいのかもしれないというふうに思

いますので、これは今後の検討の材料にしていただければいいかなというふうに思っ

ているところです。 

最後ですけれども、地域連携推進会議ですが、市町村の担当者の参加というところ

で、どこの市町村でも少し困っているかなと思うんですが、そもそも連携推進会議を

どのように実施していくのかということも法人によって、かなり悩むところなんです

けれども、市町村によってはもう事業所の数が多いので行けませんということをやは

り、おっしゃっているところも出てきていて、この事業の目的と、それから現実とい
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うところで、なかなかうまくこう実現できないようなところもあるのかなとしたとき

に、うまくやっていくためにリサーチを継続してやっていく必要があるのかなと思い

ますので、もちろんその支援の中身をよくしていくための会議だと思いますけれど

も。何か集まることでとりあえずそれが目的になってしまっていると、多分この事業

の目的としては成り立たないのかと思いますので、現状引き続きリサーチをしていっ

ていただけるといいかなというふうに思いました。こちらについても福祉業界団体と

しても、各ホームの実施状況などは引き続きフォローしていきたいなと思いますの

で、情報共有がしっかりとできていくといいかと思いますので、現状の報告と気にな

る点ということで 3 つお話をさせていただきました。 

鈴木会長 

ありがとうございます。1 つ目はと監査という文言的な部分について、この辺は部会さ

んとお話をしていただければいいかなと思います。それから、もうひとつは人材がい

ないという部分は本当にこれは毎回色んなところで出てくる課題かなと思いますけれ

ども。また、外国人の方々を上手に定期的に採用されている事業所等も多く出てきて

いますので、そんなところの取り組み事例なんかも、どこかで見れる機会なんかがあ

っても本当はよいのかなと思っております。なかなか単独の事業所等で、工夫をして

いくっていう事は難しい部分もあるかと思いますので、その部分を参考にしないと人

材不足というのは解消されないのかなと思っております 

あと、最後の推進会議のところですけれども、多分これから始まっていく中で松下さ

んにご指摘されたようにいろんな課題がまた見えてくるかと思いますので、様子を見

ていただきながら次に進めていただければと思います。その他、ご質問とかご意見と

とかございますでしょうか。江川委員お願いします。 

江川委員 

豊橋のＮＰＯ法人ビリーブで東三河南部地域アドバイザーをしております江川と申

します。この資料 2 の地域生活支援拠点についてです。この中でコーディネーターの

配置について記載があるんですけど、豊橋で東三河南部でも 4 市すでに面的整備で地

域生活支援拠点が設置されました。今はその 5 つの機能、相談・体験・緊急時の機能

等々の 5 つの機能についての評価をしているのですが、正直言って、コーディネータ

ーが機能しているとは思っていないんです。確かに配置はされているんです。配置はさ

れているんですが、どういった職員がやっているかって、基幹の職員、委託の職員

が、コーディネーターの業務を付加されてやっているという中で、正直言って意識を
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していないので、本来業務に埋没されているという状況なんです。多分これ、愛知県

中それに近い状況があるんじゃないかなと思っています。知多の方では、確か 1 人専

任で配置したという話も聞いておりますので、ぜひこの地域生活移行推進部会さんの

方では今後このコーディネーターの方のここにあるように、配置は進んでいくと思う

んです。ただその動きを知りたいものですから、どんな動きをされているのかという

ことも調査していただいて、できれば各地域で、専任でコーディネーターが配置でき

るような応援をしていただけると嬉しいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。以上です。 

鈴木会長 

ありがとうございます。いろいろなものが、制度上は整ってくるけど実際に動いて

いるかどうか、形骸化していないかどうかということも含めてですけども、今のとこ

ろを⾧坂委員、なにかあればよろしくお願いしたいと思います。 

長坂部会長 

今の江川委員の質問の通り、実際どうなのか、というところまでは、まだ調査でき

ていませんので、コーディネーターの配置ができている市町村の確認で終わっていま

す。また今、紹介された半田市ですが、コーディネーターを専任で置かれているとい

うことで、機能していると聞いております。よって、先駆的な実践を共有する必要が

あると思います。 

あと、先ほどの松下委員の質問で、監査のポイントっていうところ、私もとても共

感する部分があります。グループホームのスタートアップ相談会にみえている方の中に

は、本当に営利企業の方が多いんですね。よって、何か変な意味で逃げ道を教えるよ

うな相談会になってはいけないので、守らなきゃいけないことはどういうことか、そ

れこそが支援の質を担保することになる、それをきちんと伝えていく、そこのところ

を大切にした方が良いと私も思います。 

鈴木会長 

ありがとうございます。あまり時間がないのですけれども。半田の加藤恵アドバイザ

ーさん、半田は拠点に一人配置をして状況的にはどんな風かっていうのをちょっと教

えてもらってもよろしいでしょうか。 

加藤アドバイザー 
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知多圏域のアドバイザーをしております加藤といいます。今半田市の方では令和 6

年の 4 月から、拠点のアドバイザーを義務的経費の予算で拠点のコーディネーターと

して、配置を 1 人、専任でしている状態です。専任ですることによってできる業務と

いうふうになると、それこそ地域移行のところで、それぞれの施設さんに行っての聞

き取りやアンケートの実施や、病院からの移行に対する、実際地域に移動したいよっ

ていう人がいないかってという聞き取りとその方の実際の現状を聞き取るということ

が可能になってきています。この次の 4 月からは、地域の中で、予防的な支援をする

にはどうしたらいいのかという視点で、地域の生活支援拠点を担ってくれる事業所

や、それ以外の日中の支援の事業所の方々に、ヒヤリハットのような地域の中での生

活が危なくなるんではないかというような現状の地域生活が継続できない可能性をヒ

アリングしながら、地域の中で安心して暮らしていけるための仕組みづくりを始めた

ところです。以上です。 

鈴木会長 

ありがとうございます。どこかで、どのように予算を捻出しながら、その効果がどう

上がったか、みたいなものが聞く機会が得られればいいかなと思いますのでまたどこ

かで取組状況を教えていただけるとありがたいです。 

その他ご質問ご意見等ございますでしょうか。では他にご意見等、ないようですの

で、医療的ケア児支援部会に移りたいと思います。事務局の方からご説明をお願いい

たします。 

医療療育支援室 加納主事 

障害福祉課医療療育支援室の加納でございます。私の方から、資料 3、令和 6 年度第

2 回医療的ケア児支援部会の活動状況についてご報告させていただきます。着座にて失

礼します。 

令和 7 年 2 月 6 日に開催し、議題が 1 点、報告事項が 5 点ございました。なお時間

の都合上、今回は議題のみご報告いたします。今回の議題では、医療的ケア児等コー

ディネーターの活用の促進についてとし、コーディネーターを活用した、地域の支援

体制整備の課題に対する県の取り組み案について、委員からご意見をいただきまし

た。まず 1 背景目的をご覧ください。医療的ケア児コーディネーターとはでございま

すが、医療的ケア児が地域で安心して暮らせるよう、医療的ケア児とその家族に伴走

して、ライフステージに応じて生じる様々な相談に対応いただき、また必要な支援が

行われるよう、地域の関係機関等の連携・調整を行っていただく方でございます。県
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ではそういった医療的ケア等コーディネーターを養成する研修を平成 30 年度から実施

しておりまして、令和 6 年 4 月時点では、574 名に対し修了証書を発行し、382 名の

方が、市町村のコーディネーターとして配置されています。コーディネーターの人数

は増えてきた一方ではございますが、これまで複数の委員からコーディネーターへの

委託などの活用方法について、市町村ごとにばらつきがあることや、コーディネータ

ーの質を上げるため、スキルアップの場を設けるべきことについてご指摘をいただい

ておりました。そのため、市町村や関係機関に対し、県として、改めてコーディネー

ターの役割を明確に示し、活用を促していく必要があると考え、議題として諮りまし

た。 

次に 2 課題をご覧ください。コーディネーターを活用するにあたり、市町村が感じ

ている課題について令和 5 年度に調査を行いました。課題としては、市としてコーデ

ィネーターの活用方法について体制が決まっていないこと。地域の関係者間で、コー

ディネーターの取り組みが周知啓発されていないこと。また、採用事例が少ないた

め、市町村として支援の具体的なイメージが描けないなど、多岐に渡って課題がある

ことがわかりました。その課題が起こる背景として考えられたことが、次の 3 課題の

背景に対して考えられることでございます。1 つ目のマル、市町村が支援体制を構築で

きない背景として考えられることは、そもそも市町村がコーディネーターの役割の理

解が不十分であること。また、市町村自身が、支援体制整備を主体的に行う立場であ

るという認識が足りないことがあると考えられます。また主体的に取り組みを進めよ

うとする市町村であっても、支援の事例があまりないため具体的な体制整備の進め方

をイメージできないことも考えられました。次に 2 つ目のマル、コーディネーターの

活動が困難となる背景でございますが、コーディネーターともそのものの認知度、ま

た役割について、関係機関が知らない、分かっていないため、協力を受けられにくい

ということが考えられました。そのような課題を踏まえ、この次の 4 県の対応案の通

り、対応を考えたところです。 

1 つ目のマル、市町村の体制整備の推進のためには、改めてコーディネーターの役

割と、本県の目指す姿を、市町村に対して周知するとともに、県内の市町村の取り組

みから、事例を収集して共有をする。他、各医療的ケア児支援センターが、圏域単位

で開催、参加をしています協議の場において、取り組みが進んでいる市町村を招いた

説明会をするなど、そういった取り組みを考えております。次に 2 つ目のマル、コー

ディネーターの活動が円滑に進むようにするための取り組みとしましては、コーディ

ネーターの役割や存在について、市町村が地域の関係者にコーディネーターのことを
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周知できるリーフレット等を作成し配布するなどするなどの取り組みを考えました。

またこのリーフレットにはコーディネーターの役割だけではなく、活動する市町村の

支援体制についても、盛り込めるものを検討しております。この取り組みについて、

委員から概ねご了承いただきましたので、次年度から取り組みを進めて参ります。以

上で医療的ケア児支援部会の活動状況についての報告を終わります。 

鈴木会長 

報告ありがとうございました。ただいまの説明についてご質問ご意見はございます

か。石田委員、お願いします。 

石田委員 

愛知県自閉症協会つぼみの会の石田です。ご報告ありがとうございます。私の周りで

こういった医療的ケアの必要なお子さんのお話とかも伺ったりするのですが、そもそ

ものところちょっと個人情報の面で医療的ケアが必要なお子さんがどこにいるかとい

うところが、例えば保健センターが情報持ってても他のところにお伝えできなくって

なかなか情報が入ってこないっていったところで連携に困っているっていったところ

の市町村の話も聞いたりするものですから、その個人情報のことと、あとでも全体把

握をしていくことも必要だとは思うので、そういったところを県としてどういうふう

に今後進めていかれるかといったところを各市町村の方に細かく伝わるともっと進ん

でいくのではないかなと思いますので、意見ですがお伝えさせていただきました。 

鈴木会長 

事務局の方でいかがでしょうか。 

医療療育支援室 加納主事 

ご質問ありがとうございます。今委員がおっしゃられたように、個人情報の問題で

あったりとか、あと医療的ケア児そのものの実態、どこに誰がいるのかというところ

に関してのご質問だと思うんですけども。県としましては令和 7 年度に医療的ケア児

者実態調査を行う予定でございます。こちらに関しましては市町村を経由して等、市

内に住む医療的ケア児に対し、把握をしていただくと。それを踏まえて 10 月中旬頃

に、当県の方に、県内全域の医療的ケア児者をご回答いただくといったところで、実

態の把握を進めていく予定でございます。なお今おっしゃられた通り、個人情報のと

ころでございますが、確かこちらは災害関係になるんですけども。要配慮者支援名簿

であったりそういったものを作成活用するにあたっては、個人情報の共有は一応でき
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るということもありますが、個人情報に関しましては特段の注意を払いながら実態調

査を進めていくということで市町村には投げかけておりますので、こちら取りまとま

りましたらまたこちらの自立支援協議会の方で、ご報告させていただきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

鈴木会長 

ありがとうございます。その他ご質問等ありましたら。黒川委員お願いします。 

黒川委員 

個人情報という意見が出てきたので、当事者としてそれについて意見があります。

我々障害者がレストランやデパートに行く際、自分の個人情報に対して、色々と言わ

れたりすることがありました。いまＳＮＳが発達しているので、漏洩するのは仕方な

いことです。しかし、私だけでなく、他の当事者の方達も知られたくないことが広ま

ってしまう。障害者も知られたくないことはいっぱいあります。ところが不特定多数

の人に漏れると、どう対応すれば良いのか分からなくなるんです。こういう意味に於

いてもう一度考えて頂きたいと思っています。 

鈴木会長 

ありがとうございます。ここでお答え辛いところがございますが、それぞれの人の

いろんなところで、いろんな状況の中でやっていくしかないのではないか、と思いま

す。その他はよろしかったでしょうか。松下委員。 

松下委員 

愛知県知的障害者福祉協会松下です。医療的ケア児等のコーディネーターの周知で

すけれども。コーディネーターという名称ですと、障害児等療育支援事業の前身であ

った障害児者地域療育等支援事業が制度化されてコーディネーターが配置をされて各

障害保健福祉圏域で活動を始めていったところも、初めての事業なのでなかなかこう

周知とご理解いただくのに時間がかかったということはありました。その当時コーデ

ィネーターが一生懸命関係機関にもうとにかく足を運んで自分たちでこういうことや

るんだっていうことで、周知を図ったというところもありますので、県などからのリ

ーフレットだけでなく、やっぱり地域で動いていったというところがあったかなとい

うに思います。その時にやはりその活動を投資したのは、コーディネーターの身分保

障とそれから障害児者地域療育等支援事業という事業の、委託を受けているというと

ころの保証が背景にあったかなというふうに考えると、現状ではそういった状況には
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ないのでなかなか自分がコーディネーターであるということでは、地域の中で動きづ

らいところもあるのかというふうには思います。ただ、これは委託をしていくってい

うことなどは予算が絡むことなので、次の課題として検討していただけるといいのか

とは思うんですが、例えば市町村の委託の相談支援事業の 1 つとして考えられるのだ

ろうかとか、或いは市町村の地域生活支援事業の中で何か活用できるような、機能強

化事業などがあるのだろうかとか。或いは必要に応じては国に対してこれを生かして

いくためにこういうものを作っていって、創設をして欲しいんだっていうことであっ

たりとか、十分研究をしていくに値する内容かと思いますので、今後の材料として、

障害者地域力等支援事業の当時のことを振り返りながら考えていっていただけるとい

いのかなというに思いました。大事な役割かなと思いますので、充実に向けて一緒に

考えていければいいと思いました。以上です。 

鈴木会長 

ありがとうございます。他にはよろしかったでしょうか。はいそれでは時間の関係

で次に進めたいと思います。議題の２、障害者基礎調査の調査項目について、事務局

の方から説明をお願いします。 

 

（２）障害者基礎調査の調査項目について 

障害福祉課 山本補佐 

障害福祉課地域生活支援グループの山本と申します。着座にて失礼いたします。資料

4 をご覧ください。愛知県障害者基礎調査でございますけども、現在策定しておりま

す愛知障害者福祉プラン 2021―2026 の次の計画の策定に先立ちまして、本県におき

ます障害のある方の状況を把握することを目的に、来年度実施する調査をいたしま

す。それでは資料に沿って説明をさせていただきます。 

左側 1、趣旨目的でございます。障害者基本法に基づきまして、都道府県には国が作成

する障害者基本計画を基本として、各都道府県の状況を踏まえて障害者のための施策

に関する計画であります、都道府県障害者計画を策定することが義務づけられており

ます。現行の計画である第四期障害者計画につきましては、愛知障害者福祉プラン

2021―2026 の、主に第 1 章から第 5 章までに記載しているところでございますけど

も、このプランが、2026 年度をもちまして、計画期間満了を迎えますことから、次期

計画となります第 5 期障害者計画を 2026 年度に審議、策定する予定としております。
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本日の議題の障害者基礎調査は、その前段階といたしまして来年度中に調査の実施と

結果の取りまとめを行いまして、2026 年度の計画策定において反映させていく段取り

でございます。実施の方針でありますけども、2 つ目の丸と 3 つ目の丸にありますよう

に、調査の実施フレームであります、調査方法、調査項目につきましては、2019 年度

に実施しました、全体調査を基本とした上で、本協議会や障害者施策審議会のご意見

をいただきながら、適宜変更を加えたいと考えております。具体的な実施フレームが

ありますが資料の右側をご覧ください。3（１）実施方法でございますが、一般競争入

札により選定する民間の調査会社に委託して実施いたします。（2）委託内容です。調

査票の作成、郵送回収集計の他、調査期間中の問い合わせ対応、報告書の作成を委託

いたします。（3）調査方法対象でございますが、県内の障害者 3200 人を対象として、

調査票を郵送することとしております。3200 人の内訳は資料記載の通りでございます

が、障害者手帳所持者や、発達障害関係団体会員、難病法に基づく特定医療費助成制

度受給者などから抽出することとしております。 

なお前回 2019 年度の調査時は、⑥高次脳機能障害者を抽出しておりませんでしたけ

れども、今回の調査では高次脳機能障害支援拠点機関の利用者から 300 人を抽出し、

対象として加えることとし、全体の人数としては、3100 名から 3200 名に増やしま

す。（4）調査項目でありますが、回答いただく方の基本属性の他、住まいや暮らしに

関する項目、生活支援、教育、医療、情報コミュニケーション、人権、就労など幅広

く調査を行いたいと考えております。次に 4、今後のスケジュールであります。まず、

本日は障害者自立支援協議会や障害者施策審議会におきまして、実施方針など大きな

フレームについてご意見をいただいた後、7 月から 8 月ごろになりますけども調査項

目や内容につきましては、再度皆様のご意見を伺う予定でございます。9 月以降、調査

会社の選定調査実施を行いまして、来年 2 月までに調査結果を取りまとめて、年度内

に調査結果を報告する予定としております。 

資料おめくりいただき、次の別紙 7 ページをご覧ください。こちらは前回、2019 年

度に実施しました、調査の質問リストとなっております。大きく 13 の大項目を設け、

その中にいくつかの小問を構成しております。来年度の調査につきましては、このリ

ストを基本とした上で、質問項目を適宜変更したいと考えております。なお、本日は

机上に参考資料として、前回の調査票を、Ａ4 の資料を配布させていただきました。

全体で 27 ページ、103 問の質問項目となっております。本日は、主にこの調査の実施

方法や対象者といったフレーム部分について、ご意見をいただきたいと考えておりま

して、具体的な質問項目や設問等につきましては、次回の会議におきまして、改め
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て、ご意見をいただく予定としております。本日の会議におきましても、大まかな質

問項目など、方向づけ的なご意見をいただければと思います。説明以上です。よろしく

お願いいたします。 

鈴木会長 

ご説明ありがとうございました。ただいまの説明についてご質問ご意見等ございま

すでしょうか。内村委員お願いします。 

内村委員 

愛知県手をつなぐ育成会の内村です。資料を読んで感じたことですが、調査資料の

回収率がとても低いと思いました。せっかくアンケートを取るのですから、（回収率）

7、80％は欲しいと思うのですが。難しいですかね。回収率を上げるために何か工夫し

ていただけることがあれば教えていただきたいです。以上です。 

鈴木会長 

ありがとうございます。一般的な回収率も含めて、県の方で何か回答があればいた

だけますでしょうか。 

障害福祉課 山本補佐 

ご意見ありがとうございます。確かに回収率、前々回よりも、前回の回収率が低く

なっておりまして、傾向で見ますと毎回低くなっているような状況であるようでござ

います。今の意見を踏まえまして、例えば送り返しやすいようにですね、文字を例え

ば大きくするとか、細かく事務的に見やすさを重視したりだとか、答えやすさを重視

したりとか、そんなところをちょっと来年度、提供させていただきたいと思います。

また委員の皆さんにもですね何か回収率を上げる良い方法がありましたら、また教え

ていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

鈴木会長 

ありがとうございます。アンケート自体、一般競争入札で事業者がやるんですよ

ね。 

山本補佐 

はい。 

鈴木会長 
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業者の方に、アンケート回収率の高める方法の提案みたいなものを書いていただけ

るといい感じじゃないかと思います。その他、御意見ございますでしょうか。 

江川委員 

調査対象者の方なんですけども、今度高次脳機能障害の入ったことはとてもいいと

思うんですが、私も相談支援専門員として現場で相談に行っている中で、やはり非常

に困り感があるのが医療的ケアのある方と、強度行動障害のある方なんですね。なか

なかサービスに繋がらない、ご本人さん家族困っていても、受け手がないという現状

たくさんあるんです。そういった部分がこの基礎調査から出てくると嬉しいなと思う

んです。この今日頂いた調査票の中身でも医療的ケアのある方の数字が出てきても、

その方の生活が見えてこない。どんなサービスを使って、どんな生活をしていきたい

のかっていうと見えてこないし、また強度行動障害の方をどう定義付けて、どういっ

た方に答えていただくかというのは私もちょっと難しいところもあるんですが、工夫

していただいて、そういった部分も困り感が見えるような基礎調査にしていただくと

嬉しいと思いますので難しいかもしれませんが、意見としてお伝えさせていただきま

す。以上です。 

鈴木会長 

ありがとうございます。一緒に、松下さんの方もご意見があれば頂いてよろしいで

しょうか。 

松下委員 

愛知県知的障害者福祉協会松下です。内村委員と内容としては近しい話なのですけ

れども、回収率を上げていくために、Ｗｅｂを使ったり、回答しやすいような工夫と

いうのは何かないかなということを私も思って発言させていただこうと思いました。

例えば視覚障害の方や、聴覚に障害をお持ちの方達でも、ご自身で回答ができるよう

な何か工夫が、今時のＩＣＴやＷｅｂサービスを活用することによって、より回答し

やすくなったり、或いはその後の集計のしやすさというところも、デジタルを活用す

ることのメリットとしてあるかと思いますので、入札時の仕様の中で例えば、そうい

ったことにも配慮して、提案ができるところというような文言を入れていくであった

りとか、少し工夫があるかなというふうに思いましたので、ご検討くださいというよ

うな話をしたいと思いました。 

鈴木会長 
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ありがとうございます。2 人のご意見、また検討していただければ。辻川委員お願い

いたします。 

辻川委員 

愛知県精神保健福祉士協会の辻川ですよろしくお願いします。この回収率について

補足になりますが、精神の方に関わらせていただいていますが、、質問項目が多いこと

で集中力が持たないということがあります。どういう形が良いのか分からないです

が、例えば、間に少しイラスト入れるとか休憩を挟むようなページがあると、休憩を

取りながらやっていけるのではないかいう印象はあります。もう 1 点、問 2 のところ

の性別ですが、ジェンダー、性同一性の方達に関わらせていただいていて、『答えたく

ない』というこの項目が、せっかくアンケートに答えようと思っているのに、自分が

ここで拒否をするしてるような感じがとれてしまい、答える気持ちが無くなったとい

う意見も聞いています。前回の調査項目、報告書を見させていただいて、性別でソー

トかけている項目が見られないため、もし性別にあまり関係がなければ、性別を問う

のは無しにするっていう形も検討していただけたらと思います。 

鈴木会長 

ありがとうございます。内容等についてはまた別途、次回含めてというふうにした

いと思っております。前回 2019 年でしたね、あの時も県の資料を見させていただい

て、名古屋市さんの方には高次脳の方が入っていたけど、愛知県の方には入っていな

いけれど、という話もあって、今回入れていただいてありがたいな、と思っておりま

す。多分今すぐにと言われても、名古屋市さんも答えにくいかもしれないですけれど

も、同じような調査を実施する中で、是非お互いに意見交換していただきながらとか

工夫点を見ていただきながらとか、場所が隣にあるのでぜひやっていただけるとあり

がたいです。よろしくお願いします。ちょっと時間が過ぎてしまっておりますので、次

進めさせていただきたいと思います。報告事項の（1）から（3）について、事務局か

ら一括して説明の方お願いしたいと思います。質問の方もまとめて、後でお受けしま

すのでよろしくお願いいたします。 

報告事項 

（１）障害者相談支援アドバイザーの活動状況について 

障害福祉課 山本補佐 

障害福祉課地域生活支援グループの山本です。着座にて失礼いたします。私からの報
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告事項（1）障害者相談支援アドバイザー会議の活動状況、次の（2）に日中サービス

支援型グループホームモニタリング調査結果の 2 つをまとめて報告させていただきま

す。資料 5、8 ページをご覧ください。 

令和 6 年の相談支援アドバイザー会議の検討状況のご報告でございます。第 1 回の

開催状況は、この第 1 回本協議会で報告済みですので省略させていただきます。第 2

回、11 月 29 日に開催いたしました。議題としては 3 つを取り上げました。1 つ目

は、情報交換として、圏域内で生じるケース把握方法及び基幹相談支援センターでの

フォローについて、議題として上げまして、右の枠にあります通り、基幹相談支援セ

ンターと指定相談事業所の連携がとれているのかの状況整備が必要と考えられまし

て、来年度の相談支援アドバイザー会議に、基幹相談支援センターの参加を検討して

いきたいというふうに考えております。2 つ目として、来年度の地域アドバイザー事

業として、株式会社恵の対応の今後と、それから地域連携推進会議の設置義務化に係

る助言支援を取り上げました。地域アドバイザー事業としては、来年度も継続して株

式会社恵関係の支援を行うとともに、地域連携推進会議の運営についての助言支援を

行います。次は各市町村のセルフプラン率を取り上げて、その背景や要因分析をして

いくこと、また相談支援体制の状況を知る指標として、市町村ごとにセルフプラン率

の目標を設定すると良いのではないかという意見がございました。第 3 回は 3 月 3 日

に開催いたしまして、報告事項として日中サービス支援型グループホームモニタリン

グ調査結果と、市町村における障害福祉従事者研修の研修実施状況についての報告の

他、議題として令和 7 年度の地域アドバイザー業務を取り上げました。また情報提供

として、福祉現場における生成ＡＩの活用等の情報提供を行いました。右側なんです

けども、日中サービス支援型グループホームモニタリング調査結果につきましては、1

つ目の丸の後段にあります通り、調査を行った後で具体的な解決を図っていく必要が

あるとのご意見がありました。これに対しましては、調査対象のグループホーム管理

者等をお招きして、3 月 7 日に調査結果報告会を開催いたしまして、その中で、事業

所同士の地域における情報交換ですとか、支援コーディネーター等との連絡先を交換

し合うことで、今後の困りごとについて相互に協力し合える人脈づくりの支援を行い

ました。今後も、地域ぐるみで課題解決ができる体制を目指していきたいというふう

に考えております。 

（２）日中サービス支援型グループホームモニタリング調査結果について 

続きまして、1 枚おめくりいただき資料 6、令和 6 年度日中サービス支援型グループ

ホームモニタリング調査結果についてご覧ください。9 ページであります。日中サービ



21 

 

ス支援型グループホームは平成 30 年度、6 年前に創設されたグループホームの 1 類型

でございまして、より重度の障害者のために 1 日を通して、グループホームに滞在

し、日中サービスの支援を受けることを想定したグループホームとなります。このグル

ープホームの管理者等の不安や困りごとなどを確認するとともに、必要に応じて助言

や支援を行うために、今年度モニタリング調査を行いました。2 番、調査対象です。今

年度 8 月 1 日時点で県内に 91 ヶ所ございましたが、このうち調査に同意しました 77

ヶ所について、調査をいたしました。3 の評価方法進捗等です。調査は 2 段階で行い

ました。まず、事前の書面調査として、例えば定員や入居者数などの基本情報につい

て、8 月に調査票を送付いたしました。その調査結果につきましては 4 の（1）基本情

報の通りでございます。その後この基本情報をもとに、障害福祉の経験豊富な福祉職

の方 19 名を県が委嘱しまして、10 月から 12 月の間に現地に出向いて、面談モニタリ

ングを実施するとともに、必要に応じて管理者への相談に乗ったり、助言をしたりし

て、不安や困りごと等への対応を図りました。また⑤、調査結果報告会でございます

が、さきにもお伝えしましたが 3 月 7 日に開催いたしまして、調査を受けたグループ

ホームの管理者などの方々32 名の方にご参加いただきました。またこの会議の場合も

ですね、グループホーム同士の情報交換会や相談対応をいたしました。また、⑥です

が、県のホームページでこの結果を公表する予定でございます。次に 4 の（1）、基本

情報でございます。①法人比率でございます。評価した 77 所のグループホームのう

ち、約 9 割弱の 67 ヶ所は株式会社でございました。一般社団法人は 5 ヶ所、社会福祉

法人は 3 ヶ所、ＮＰＯは 2 ヶ所でございます。②定員でございますが、11 から 22 の

グループホームが 59 ヶ所と、約 8 割弱を占めておりました。右側④の入居率、80％の

グループホームが 54 ヶ所で、約 7 割を占めております。⑤障害種別でございますが、

この 77 ヶ所のグループホームにお住まいの 1,255 人の入居者のうち、知的障害者の方

が 589 人と、全体の 47％、約半数を占めます。次に、精神障害の方が 418 人で

33％、身体の方は 220 で 18％ほどでございました。⑥支援区分で言いますと、区分 4

から 6 の方が 885 人と約 7 割を占め、重い方を見ている状況がわかります。さらに⑦

重度障害者入居率で見ますと、50％から 80％が 37 ヶ所等約 48％を占めます。また

80％以上を占めるグループホームは 30 ヶ所と全体の４割弱を占めました。続きまして

4 の（2）モニタリング調査の項目は、表に記載のあるとおり 5 つの基本情報から、7

番のその他までございます。1 枚おめくりいただきまして、資料 6 の 10 ページをご覧

ください。このページとその次の 11 ページの 2 枚にモニタリング調査結果をまとめま

した。主にそれぞれの項目ごとに好事例、または困難事例を記載しました。今日はち

ょっと時間の都合で、記載の通りでございますのでご覧いただきまして、利用者の意
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思決定支援から始めまして、事業者の体制、強度行動障害のある方への支援。それか

ら事業所として工夫しているところ。現在課題となっていること、困っていること、

ということで抜粋をしております。報告は以上でございます。 

（３）精神障害者の地域生活移行支援について 

医務課こころの健康推進室 安藤補佐 

 医務課こころの健康推進室安藤と申します。私からは、精神障害者の地域移行支援

について報告します。資料 7 をご覧ください。１精神障害者にも対応した地域包括ケ

アシステムに関する市町村調査についてです。まず、（1）調査の概要です。県内 54 市

町村を対象に調査を実施しました。次に（2）協議の場の取り組み状況です。ア「設置

状況について」にある通り、県内では 52 ヶ所の市町村において協議の場が設置されて

います。昨年度に比べると設置数が 1 ヶ所増加しております。各市町村で協議されて

いる事項は、エ「協議の場における議題」にある通り、普及啓発にかかる事項が 27 ヶ

所で一番多くなっています。こうした協議の場を設置することにより、にも包括の構

築を推進し、それを通して精神科病院からの地域移行の推進を図っています。資料の

右側をご覧ください。（3）「精神障害者の地域移行支援の支給決定状況」令和 5 年度分

です。ア年代について、一番多い年代が 50 代で 102 人となっています。また、支給決

定数の合計は名古屋市を含む県全体が 272 人となっております。イ性別以降は名古屋

市を除く８０人分の回答となっております。ウ圏域別を見ますと、東三河南部が 27 人

で一番多く、カ退院後の暮らしの場所別を見ますと、グループホームが全体で 44 人と

一番多くなっております。続いて 1 枚おめくりください。2「精神障害者の地域移行支

援に関する取組について」です。今年度は 4 つの取り組みを行っております。1 つ目が

愛知県精神障害者地域移行地域定着推進協議会です。今年度は 3 月 18 日に対面にて開

催いたしました。資料作成時点で未開催であったために予定としておりますが、つい

先日開催し、地域移行地域定着支援に関する県の取り組みや、精神保健部署に新たに

定められた住民訪問支援事業について協議を行いました。2 つ目が愛知県精神障害者

地域移行地域定着推進研修です。今年度は、医療と福祉の連携合同研修を 1 月 20 日に

実施、154 名の方に、中核的人材研修を 1 月 28 日に実施し、137 名の方に参加してい

ただきました。3 つ目が愛知県精神障害者触れ合い活動支援研修です。今年度は 12 月

13 日に開催し、参加者 67 名、うち当事者・ピアスタッフさんが 56 名でした。4 つめ

がピアサポーター活動等における精神障害者地域移行支援事業です。これは精神保健

福祉センターで養成したピアサポーターの方を精神科病院に派遣し体験談を話してい

ただく内容になります。イ令和 6 年度の取り組み状況の通り、実施期間は延べ 22 機関
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の予定となっております。説明は以上です。 

（４）地域連携推進会議の開催状況の結果について 

障害福祉課 黒野補佐 

それでは報告事項（4）の地域連携推進会議の開催状況の結果について、障害福祉課

事業所指導第一グループ、課⾧補佐の黒野からご報告申し上げます。着座にて失礼いた

します。それでは資料の 8、14 ページの方をご覧ください。この資料に沿ってご報告

申し上げます。先ほどですね⾧坂委員が少し触れられましたけども、詳細の方改めて

報告させていただきます。ご存じの通り、地域連携推進会議の方は障害者グループホ

ームの運営の透明性を確保するために、国の基準省令において令和 6 年度より開催を

各事業所施設に義務づけられた会議でありまして、令和 6 年度は努力義務、7 年度よ

り完全義務化とされております。その中で、基準省令等により事業所は概ね 1 年 2 回

以上、事業の運営に係る状況を会議で報告すること。また要望助言等を聞く機会を設

けること。また、グループホームを見学する機会を構成員に設けることなどが規定さ

れております。またこの報告要望助言については、記録を公表することが義務づけら

れております。少し飛びますが 2 枚をおめくりいただきまして、16 ページになりま

す。地域連携推進会議の開催状況調査についてという。白抜きの資料になりますがこ

ちらをご覧ください。当課におきまして今年の 1 月に、県所管事業所への開催状況の

調査を行いました。令和 6 年度中は努力義務でございますが、照会対象が 400 件、こ

ちらは入所施設とグループホームを合わせた数になりますが、回答数 386 件のうち、

開催済みは 16 件、開催予定が 61 件になっております。また開催しないというものが

309 件、大半となりまして、今年度中努力義務ということで開催しないが 8 割を超え

ている状況が確認できております。さらに 1 枚跳ねていただきまして、17 ページをご

覧ください。②の開催状況、上の方の表をご覧ください。こちらの方が年度内に開催

予定と回答があった施設のうち、構成員のお話になりますけども、4 から 6 人の構成

との回答がですね、6 割を超えております。これは国の手引きが出ておりますがそれが

5 人程度が望ましいとされておりますので、人数的な面だけでございますがそちらで

はほぼ必要人数の数的には足りているような形かと思われます。下側の表、会議の構

成としましては利用者家族が構成員との回答が約 78％という結果になっております。

次に、2 枚跳ねていただきまして 19 ページになります。③2025 年度の開催状況、開催

予定につきまして、一番上の表になりますけども。こちらがですね令和 7 年度から地

域連携推進会議開催が義務化されるのですが、1 月時点の調査で、まだ未定となって

いる事業所が 4 割ございました。そういう状況が確認できたので、そこはもう少し後
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押しが必要かなと思われます。さらに 2 枚跳ねていただきまして、21 ページですね。

地域連携推進会議の運営における課題について、これはですね会議の運営にあたっ

て、課題と感じたことを自由回答でご回答いただいたところなんですけども、構成員

の確保や、日程調整について困難を感じたという部分が答回答の３割ずつ、大半を占

めまして、合わせて 6 割を超える結果となっております。こういう状況が確認できま

したので、ちょっと令和 7 年度完全義務化で年度内の開催を推進する必要がございま

すので、当課としましても、確実な開催がなされるように集団指導等、併せて周知、

指導を改めて進めて参りたいと考えております。足早の説明となり恐縮でございます

が、以上で報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

鈴木会長 

ありがとうございます。ただいま 1 から 4 のご報告をいただきました。様々な調

査、特にグループホーム関係のモニタリングであったり、こういった調査をしていた

だき本当にありがとうございます。最後、90％以上回答率、回収率、すごいですね。

指導グループっていう名前の力のかな、と思うのですけども。今のご報告１から４に

つきまして、ご質問ご意見等がありましたら。発言の際にはどこの項目について質

問、ご意見なのかをいただきたいと思います。山田委員お願いします。 

山田委員 

精神障害者家族会理事の山田です。12 ページをお願いいたします。精神障害者の地

域移行支援についてですけど。先ほどから統計がたくさんいろいろ出て、何千何百と

いう統計からここの統計を見ますと、やはり退院後の暮らしの場っていうところが合

計 80 なんですけど、この、もっと入院の人はいっぱいいると思うんですけどこの 80

になった。意味合いとですね。それと、やはり精神は、退院するときに、医療と福祉

と行政とで全部かみ合ったもので、何とか社会に出る体制なんですけど、そこでやは

り 7 番目の、地域移行でできない部分が非常に一生懸命支援事業者さんをやってくだ

さってますけど、やはり根底にある精神医療との関わりってところをどうこれから進

めていくかってところで。精神病院は退院後のプログラムをちゃんと作ってくれてい

ます。作ってくれているんですけど、やはり通院はできるんですけど、支援事業者さん

の所に行ってやはり継続した日中活動場所、Ｂ型、そういうところになかなか行けず

じまいでいるんですけど、その辺が非常に、どういうふうに私たち家族会は守ってい

けばいいかってとこが非常に苦慮しています。今回協議の場ってとこでほんと 100％に

近いぐらい家族会員の人たちは自立支援（協議会）に出てまして、議論を闘わせては
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いると思うんですけどあんまりそれが集約がどうなってるかってのは非常に疑問なん

ですけ。エ「協議の場における議題について」のところでは、たくさんちゃんとパー

センテージも出されておりますので、素晴らしいことですけど、もうこれからはいろ

んな側面から見ていかないと、地域で精神疾患を抱えて生きていくってのは非常に、

あまり固まっちゃうとキャパが狭くなっちゃいますので、やはりその辺で今、愛知県

の方はピアの活動とか教育とか、組織も作られてるようですのでそれはやっぱり地域

でも、ピアの人たちはそれなりに、先ほど黒川委員も言いましたけど、喫茶店に行っ

たり、社会参加でいろんな形で行ってますのでそういうところで、やはり啓発を、も

っとあまり固く絞らずに地域の中でどう生きていくかってところでは私は個人的には

地域では支援してくださる民生委員の方とか、あと教育関係の方とか。もっと支援事

業者だけが頑張るってのはもう限界がきてるかなと思いますので、やはり自助グルー

プとして、家族会はとらえられてるんですけど私たちも、やはり家族もピアの活動は

どんどんしていきたいってところですのでそういう面でオープンできるような、そう

いうふうな、講演会でもいいですし、地域で何か取り組んでいただければと思ってま

す。以上です。 

鈴木会長 

はい。ありがとうございます。啓発も含めて、さらに進めていければなと思ってお

りますが。その他ご質問ご意見等ございますでしょうか。渡邊委員お願いします。 

渡邊委員 

今の山田委員さんの意見にちょっとつけ足してというところなんですが、私も精神

障害者の方の福祉業界の方ですので、精神障害者の方にどうしても目が向いてしまう

ということと、自分が地域の中で、施設の担当をしていますので、そちらの方に目が

向いてしまうという、ちょっと偏ってるのかもしれませんが、今回、いろいろ研修と

かもありました、医療と福祉と連合行動研修という形で、研修とかもあります。多分

毎年近いことをやっていただいてますし、毎回この場でも言ってると思うんですけ

ど、この参加者、勉強していく人というところが、実際には委託相談支援という形で

とか、それから病院の人、福祉の関係という形で、実際に計画したりとか、福祉の地

域の施設をどうやってやったらいいかということで、計画をするという、そういった

仕事のところの人が出るというところがないという研修になっていて、実際に地域の

中で、利用者さんと一緒にともに探していこうとかともにこう作っていこうというと

ころが抜けてしまうというところがとてもいつも残念に思っているというところで。
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何か少し、地域移行というと病院がとてもメインになっていて病院から退院するとい

うところに目が行きがちなんですけど、そのあとの生活をどうしていくかというとこ

ろが、何かそういったことが考えられる研修というか、一緒に考えられるようなもの

があると良いかなというふうに思いました。 

鈴木会長 

ありがとうございます。辻川委員お願いいたします。 

辻川委員 

今の山田委員のご質問についてになりますが、地域移行支援 80 という数字は地域移

行の事業を利用しての単位に当たると思います。実際に精神科の病院から退院されて

いる方、例えば、私は精神科病院に勤めていますけど、年間何百人の方が退院をして

いただいているという状況はあります。その地域移行の事業を使う使わないところが

あると思います。（7）番のところの、精神障害者に関わる支給決定がない場合の理由

で、一番頭にありますが、病院職員が動いて退院（地域移行）へ繋がっており、地域

移行支援を利用していないこともあります。多くの方たちは地域移行の事業を使わず

に退院されています。ただその反面、下にもありますが、病院側や地域の相談支援事

業所等も含めてですけど、地域移行のノウハウがなかなかまだ周知、浸透されていな

い現があって、この数字がなかなか伸びていかないのはあるかと思っています。実際

に退院するのも、こういった制度とか使わずに退院していく方もいらっしゃいます

し、あとは逆にこのような制度とか支援を使わないと、なかなか退院に結びつかない

方たちもいると思います。病院の方からも、お願いしていかないといけないですし、

受け入れる側もマンパワーとかの体制を作っていくことが大事なのかなと思っていま

す。 

鈴木会長 

ありがとうございます。今の、例えば病院から退院される方で制度を利用されなけ

ればいけない方たちで、相談支援専門員もちゃんと繋がっている割合ってどのくらい

なのですかね。 

辻川委員 

そうですね、私が関わっていた中でも、その病院の体制だけでは難しいと思う方

は、地域の相談支援事業所さんにお願いをするようにはしています。ただ、なかなか

相談支援事業所さんもマンパワーとかお忙しいところもあって、難しいと言われる時
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もあります。そういった場合は、途中までは病院の方で動いてつないで行く形はとっ

たりしています。 

鈴木会長 

ありがとうございます。渡邊委員お願いします。 

渡邊委員 

ちょっとイメージが、実際やっているものとしては何か皆さんのイメージと地域移

行のイメージが違うのかなって時々思うのですけど。地域移行というのは一般相談と

いう形で移行の専門と、特定相談で計画を作る部署と、別になっているんですね。な

ので実際に施設を利用しようとか、グループホーム入ろうとか、出た後にヘルパーさ

ん利用しようとかっていう担当の人と、出るためにその体制を作る人っていうのが別

立ててあるので、それを本当は上手にご利用いただいた中でやっていただければいい

かなと思うんですけど、そんなふうにないところだと、出てそのままっていうふうに

なってしまうので、少し県というか国で決まってることなので、その体制は皆さんが

周知できると少し利用価値が高まるのかななんていうふうにも思います。病院の努力

だけではないというところがあると思っています。 

鈴木会長 

多分、入院の段階で中に入り込みながらやっていただける方がそんなに多くはない

んじゃないか、とは思っております。ありがとうございます。その他はよろしかったで

しょうか。手嶋委員お願いします。 

手嶋委員 

4 番の地域連携推進会議の件でお話をさせていただきたいと思います。こちらの方の

設立された趣旨っていうのがやっぱり透明性を高めるというところで、閉鎖的な環境

にしないためにということでこれができたということが書かれております。一方で、

私が少ないケースですけれどもいろんなグループホーム入所施設に足を運ばせていた

だいたときに、重要事項説明書を見させていただくことがございます。その時に一番

おやっと思う所が、実は第三者の苦情調整委員が余りにも曖昧な状態で運営されてい

るんではないかということです。例えばもう少し具体的に言いますと、解決責任者と

受け付け責任者が同じ名前のままであったり、あとはこんな立派な先生が、私大学の

教授ですけども本当に 24 時間、定期的に電話で相談を受けてくれるような第三者にと

して機能しているんだろうか、ちょっと言い方は失礼ですけども名前だけ貸してい
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る、ということになってはいないだろうかっていうことを思うことが、そんなに多く

はないですけどもございます。 

何が申し上げたいかというと、今回新たにこういった会議を作って透明性を高める

っていうのは非常に効果的かとは思うのですけれども。今ですら苦情がうまく対応で

きていないところに、新たにまたプラスアルファ会議を設けるっていうことは多分現

場としても、ただやるだけの会議になってしまうのはもったいないなと思うので。そ

こでなんですが、当事者の方も含めて利用されてる方が、もし、この推進会議が開催

されて足を運んでいただくときに、あの方が第三者の苦情調整の方なんだな、という

形で、必ずその会議に足を運んでいただければ、苦情も当事者の方たち言いやすいん

ではないかなあとか、顔の見える関係になるんじゃないかなっていうことを 1 つの提

案としてすごく私は強調したいと思っております。それにあたって、メンバーの推奨

が 15 ページに書いてあるのですけれども。どんな方たちが入ることが必須かというと

ころで、利用者、家族、住民って書いてあるんですが、もし、県として、第三者の苦

情調整委員さんが積極的に入ってくださればここに書いている地域住民の代表者とし

て、読みかえをしていただくっていうことは可能かどうかっていうところを答えられ

る範囲で結構ですので、アドバイスいただければなと。 

障害福祉課 黒野補佐 

事業所指導第一グループの黒野です。ただいま参考意見として、ありがとうござい

ました。確かにそうした現場をよく知る、もう事業所として関わっている前提の方を

当然組み込んでいくことは、事業所もこの会議の本旨からいっても適切であると思い

ますので、周知の仕方等、そういう地域の代表者、このメンバーの参加事例として、

例としてご紹介する、どの立場なのか、地域の代表者なのかはちょっとまた検討が要

るとは思うんですけども、ここに組み込んでいくことは可能かどうかご意見いただい

て思いました。ですので、また今後こういった開催状況の調査とか、ご案内とか制度

の周知を行う機会は、必ず県として行うことだと思いますので、その機会を通じて、

例として示すことも検討して参りたいと思っております。ありがとうございます。 

鈴木会長 

ありがとうございます。国の例なので、ここにいきなり書き換えるわけいかないか

なと思いますけれども、地方自治なので例えばの下に愛知県としてはそういう人たち

も推奨をしますみたいな形で欄外に書くっていうことはありかなと思いますのでその

あたり検討していただけるといいかな、と思います。ほかにご意見は、江川委員お願
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いします。 

江川委員 

（2）の日中サービス支援型グループホームモニタリングに付随して、ちょっと本筋

からずれてしまうのですけども。株式会社恵からイノベルヘルスケアにこの 3 月に事

業譲渡された件です。それについて私もアドバイザー、相談支援専門員としてこの事

業者さんと関わる中で、現場の職員さんから聞いた話でなかなか事業所が変わって

も、イノベルさん、本社の方がなかなか明確な指示が来ないので、とりあえず現状の

通りやっているって声をよく伺っているんです。例えば研修の形であったり職員の動

きであったりというところを、今まで通りやって、大きく問題がなければいいんでし

ょうが、逆に問い合わせをしても回答が来ないって声をよく聞いているんです。そん

な中で私が心配しているのは、手嶋委員が言ったように、特に苦情解決の担当者な

り、第三者評価のところをしっかり強化していただかないと、また恵さんと同じよう

なことが起こるんじゃないかと危惧していて、そういった方も聞いても、ちょっとわ

からないですということがありますので、これ私が聞いた話ですけども、ちょうど今

愛知県さんも事業譲渡に絡んで、日中サービス支援型のグループホーム、県の職員さ

んがちょっと、モニタリング回っていると思いますので、もしそんなような声がたく

さん出るようでしたらぜひ、県としてしっかりと体制で取り組んで欲しいと。本来私

から言えば、イノベルさんっていうのは、過去恵さんが起こった不祥事の課題を整理

していただいて、その課題に対してきちんと対策をとるぐらいやっていただけるのか

なと思っていたのですが、そんなことはないようですので、そんな声が聞いたらぜひ

県の方として積極的な、指導までいかなくても支援というんですかね。お願いできた

らありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

鈴木会長 

はい。ありがとうございます。今頂いた意見のような対策はしていただけるとあり

がたいなと思います。ここで、改めてグループホームの生活について、現在実際グルー

プホームで生活をされている大岩委員に意見を伺いたいと思いますけれどもよろしい

でしょうか。 

大岩委員  

愛知県手をつなぐ育成会の大岩です。僕の今いるグループホームでは、1 つの棟にワ

ンユニット 5 人体制で、トータル 20 人の利用者さんはいるのですけど、最近一番身近

であったのは、自分と同じユニットにいる男性 2 人なのですけど、1 人は 40 歳超えて
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いる人なのですけど、自分にすごく甘くて周りに厳しいというような人で。もう 1 人

は僕の 1 個ぐらい下なんですけどやっぱ踏み込まれたくないような点をその人に踏み

込まれて、嫌じゃないですけどそれに近いものがあって、僕より歳下の子が何か言葉

的に弱いので、何か、それでやっぱり言葉で傷ついたとかっていうのを聞くと、そっ

ちに、という言い方すると変なのですけど、それを見ると、やっぱり困っちゃうって

いうか、どういうふうにその 2 人のことを自分たちが身をもってやれたらいいのかっ

ていうのがちょっと迷っているところです。それは何か困ること、困っていることと

かそういうものなのですけど。やっぱ嬉しいことは、グループホームのスタッフさ

ん、職員さんが、利用者さんに対して気を使ってくれるとか気にかけてくれるとか、

ということはすごく、「体調大丈夫？」の一言でもすごく、こっちの体調とのこと気に

ているんだなっていうのが、一言頂ければわかりますし、やっぱり手の込んだことじ

ゃないですよやっぱり。気にかけてくれるっていうところが、そこが嬉しいですよ

ね。 

あと生活していて思うのは、皆さん赤の他人なのでやっぱり価値感が合わないと

か、色々あります。なんですけど。価値観合わないは合わないでそれでいいと思いま

す。自分の意見を持っているっていう意味で、すごくいいと思う。なんですけど、グル

ープホームにはルールがありまして、22 時消灯なんですけど、さっき話した 40 歳を

超えてる人が 22 時 15 分とか外行って、タバコ吸って帰ってくるのが 15 分とかなって

くるんで、消灯の時間過ぎているとかそういう話なんですけど。でも、とりあえずサ

ビ管さんもその人に何か言ってるんですけど、「それはルールだから守ってほしい」っ

て。それが守れなかったらもう出てっても構わないよ、ぐらい。1 人がやると。1 人だ

けなんか許されているけど、あとの 19 人、18 人とかは、そういうふうに同じことを

やったとして許されるのかとか、究極に僕考えてしまうので、そこがどうなのかって

いう、今後どうなっていくのかっていうのが、楽しみなことですね。 

鈴木会長 

ありがとうございました。他の方とご一緒に生活される難しさがあるのだと思いま

すけど、でも専門員さんたちがいろいろとお話を聞いてくれたりとか、気遣ってくれ

たりとかしてくれいているようで、良いグループホームなのですね。ありがとうござ

います。その他にご質問とかご意見がありましたら伺いたいのですけども。石田委員

お願いします。 

石田委員 
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自閉症協会の石田です。大岩委員ありがとうございました。今聞いていて思ったの

が私からお聞きしたいのが、9 ページの日中サービス支援型グループホームのモニタリ

ング調査結果のことなのですけれど。最初の基本的なところなのかなというふうに思

っていて、これからどんどんモニタリングっていうのを進めていただけるのかなとい

うふうに期待しておりますが、まず大岩委員のような、利用されている方々のお話を

聞いていただけたら、と思います。あとそれに関わる家族のお話もぜひ聞いていただ

けたらなと思います。それで、この内容の中で、日中サービス支援型のグループホー

ムっていうのは、ここに結果出ているように障害支援区分が重い方が多いのかなあと

思います。そうすると事業所自体の制度としても基本的には病院についていったりす

るのも、グループホームの職員さんが一緒に通院等ついていかれるのかなと思うと、

色んなところからいらっしゃるので、いろんな病院に行くってことが日常の業務の中

で、かなり大変になってくるのかなっていったところで、今私の方も普段別の役割と

して相談支援専門をやっておるんですけれど、そこのグループホームの連携とかしてい

るような、例えば訪問看護さんだったりとか、あと、訪問診療みたいなところにこ

う、気づいたらこう変わっているっていうようなことを結構目指すんですね。そこの

中で相談支援がついてればそこのところモニタリングで気づくことができたりとか、

止めることができたりとか適切な医療のところにつなげることができるんですけれ

ど、そうでないと気づいたら勝手に変わっていて、グループホームの中ですべてが完結

してしまうような生活になっていて、それが本人さんが本当に求めている生活なのか

なっていったところを、すごく私も伺う中で心配しているところです。なので、ぜひ

今後この、調査を進めていくにあたっているようなところだったりとか、もっと細か

なところもぜひ見ていただけたらなと思いますし、親御さんからすると、やっぱりこ

れだけ障害支援区分が重いと、おうちで見ていくことが難しくなってくるところが多

かったりするので、なかなかそこの不満を言えなかったりとか我慢してしまう方が多

いのかなと思いますので、ぜひそこは、行政の方だったり、意見強くいえる方々で入

っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。よろしくお願いいたし

ます。 

鈴木会長 

ありがとうございます。モニタリング調査のことについては、これから先の状況は

お伝えさせていただいたほうがいいかと思います。 

障害福祉課 山本補佐 
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御意見ありがとうございます。このモニタリング調査は、今年度は日中サービス支

援型すべて対象としておりましたが、来年度以降も全数ではありませんけども、他の

介護包括型等とあわせて日中サービス支援型についても、引き続きモニタリング調査

の対象ということで、やっていきたいと思いますので、今言われたようなご意見につ

いて注視しながら実施していきたいと思います。 

鈴木会長 

ありがとうございます。最後に（5）その他共有事項に移りたいと思います。まずは

次第に沿って 3 つの共有事項について、事務局より説明をお願いします。 

 

（５）その他共有事項 

障害福祉課 山本補佐 

障害福祉課地域生活支援グループの山本です。まず資料の 9、25 ページをご覧くだ

さい。障害福祉サービスの支給決定事務等の調査結果でございます。この１経緯でご

ざいますけども、昨年度の第 1 回本協議会におきまして、委員より訪問系サービス事

業所のヘルパー不足に対して、実態を把握するため支給決定量と実績の比較を調べて

欲しいというような要望がございました。また、この調査結果に対して今年度第 1 回

の本協議会におきまして、中核市の間でも訪問系サービスの支給率決定量に差があり

まして、その理由を検討する必要があるとのご意見を頂きましたので市町村に調査を

実施したものでございます。2 調査結果でございますが、訪問系サービス以外の支給決

定量につきましては、概ね日中活動系サービスの利用率６から 7 割、サービス利用人

数は利用率が 8 から 9 割という結果でございました。右側ですね（2）訪問系サービス

の支給決定事務等の調査結果でございますが、一番上、市町村の決定基準を定めてい

るかというところで、定めている 32 市町村、定めていないのが 22 市町村ということ

で、以下ですね、その市町村の状況について調べさせていただきました。続きまして

1 ページをおめくりいただきまして、26 ページでございます。左一番上にございま

す。各市町村が支給決定量と実績との乖離の理由として考えている原因でございます

が、例えばそのヘルパー不足及び事業所が見つからないとか、本人の現状に合わせた

支援内容となっていないため、いうような理由の回答がありました。また、人員の確

保状況を市町村に聞いてみたところ、「十分確保できている」と答えた市町村は 0、

「概ね確保できている」と答えるのが 14 市町村、「やや不足している」が 15 市町村、

「不足している」と答えたのが 25 市町村、ということでございまして、それぞれの市
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町村の取り組み状況等を聞きました。状況については以上でございます。 

障害福祉課 久野担当課長 

障害福祉課担当課⾧久野でございます。私からは意思疎通支援者養成・派遣事業団

体への調査結果について御報告させていただきます。着座にて失礼します。資料は 34

ページ、資料１０をご覧ください。資料３４ページにつきましては、意思疎通支援者

の養成派遣事業の実施団体に聞き取り調査を行った結果をまとめさせていただいてお

ります。第 1 回目の会議ではですね、この利用者が少ないことに関しまして、各事業

者に課題を聞き取ってもらいたいということでご意見をいただいておりましたので、

手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳介助員の養成派遣を委託しております愛

知県聴覚障害者協会、それから、失語症者向けの意思疎通支援者の養成・派遣を委託

しております、愛知県言語聴覚士会、それぞれ聞き取りを行いました。それの結果に

つきましては資料の通りとなっておりまして、いずれも事業におきましても実績が見

込を下回ったことで必要な支援が届いていないことではない、ということは確認でき

ましたが、手話通訳者等の養成事業においての課題認識をお持ちであると確認できま

したので、県といたしましては引き続き実施団体と連携をしながら事業の利用促進に

努めていきたいと考えております。補足とさせていただきますけれども、資料の右下

に参考２ということで、一覧にまとめさせていただいておりますが、手話通訳者、要

約筆記者派遣事業に関しましては、県に関しては広域的・専門的な派遣を対象として

実施させていただいております。この派遣事業は県だけではなく手話通訳と要約筆記

に関しましては市町村でも実施されております。今回調査依頼がありましたのが県の

事業の実施が見込よりも下回っているということで何かその使い勝手に問題があるの

ではないか、という事でいただいた課題であったと認識しておりますが、県以外でも

各市町村におきまして必要な支援・派遣は行われているということでございますの

で、補足をさせていただきたいと思います。続きまして、資料の 35 ページをご覧いた

だきたいと思います。意思疎通支援の関係で合理的配慮の義務化とこの事業の関係性

についてまとめさせていただきました。前回の協議会では、事業者の合理的配慮の提

供の義務化にあたりまして、コミュニケーション支援に関する事業は事業者の責任で

対応し、また意思疎通支援者の派遣で対応してくれるのか、というところを精査いた

だきたいということで御意見をいただいたところでございます。資料は左側が合理的

配慮の提供について、資料右側の上の方、こちらが意思疎通支援事業についてそれぞ

れまとめさせていただいております。合理的配慮の提供に関しましては、障害のある

方、ご本人様から配慮を求められたときに過重な負担がない範囲で行うもの、と定義
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づけされております。一方、意思疎通支援事業に関しましては、こちらは障害のある

方の自立と社会参加を促進することを目的とし市町村が実施することとなっておりま

して、障害のある方がそれぞれお住まいの市町村に支援者の派遣を申請いたしまし

て、市町村が派遣の可否を決定するものということで事業が進められていくものでご

ざいます。3 のまとめのところをご覧いただきたいと思うのですけども、今回、法律の

改正に伴いまして事業者が直接配慮を求められた場合、こちらは配慮を求められた者

が合理的配慮の提供の義務を負うこととなっておりますので、事業者が障害のある方

から直接配慮を求められた際に事業者において対応の可否を検討することとなります

が、義務化されたことを理由にコミュニケーション支援を全て事業者の責任で対応し

なければならないわけではないと考えております。市町村に派遣申請がされた場合に

は必要な支援については市町村において支援者の派遣を行う必要があると考えている

のですけれども、それぞれ市町村で事業の実施要綱を定めておりまして、全て同じ内

容、同じルールで統一して事業が行われていないというところもございますので、お

住いの地域によっては派遣対象となる範囲が異なるということだけご理解いただけれ

ばと思います。簡単ではございますが、報告は以上です。 

愛知県教育委員会教職員課 水谷主査 

愛知県教育委員会教職員課の水谷悟と申します。本日は、愛知県教育委員会におけ

る障害者雇用率についてということでご報告させていただきます。着座にて失礼しま

す。36 ページ資料 11 をご覧ください。左のページの冒頭部分にありますように、愛

知県教育委員会につきましては、法定雇用率 2.7％が求められておりますが、令和 5 年

6 月 1 日現在につきましては実雇用率 1.63％ということで法定雇用率を満たしており

ません。真ん中の表がございますけれども、ここに障害者雇用率の推移が記載をされ

ておりまして、2018 年の 1.17％から、わずかずつではありますけれど、法定雇用率の

達成を目指して取り組んでおるというところでございます。右の資料の方をご覧くだ

さい。障害者採用というのは積極的に進めておるところですけれども、障害者の方で

教員免許状取得者が少数であるという現状がありまして、なかなか障害者雇用が進ん

でいないというのが現状であります。1 枚跳ねていただきまして 37 ページご覧くださ

い。教員採用で、障害者雇用が難しいということですので左上のところ、障害者の職

域開発、校務補助員の雇用の促進というところで今、障害者の方にお仕事していただ

いているというところであります。もう 1 枚、跳ねていただきまして 38 ページをご覧

ください。校務補助員につきましては令和 2 年度から運用開始しておりまして、現

在、令和 6 年度、採用枠 177 名のうち 158 名ということで徐々に各学校に 1 人ずつ配
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置ができるようになりまして、定着が拡大して参りました。右上をご覧ください。県

立学校については、かなり充足をしてきておりますが、市町村立学校につきまして

は、まだ令和 4 年度から任用を開始したばかりでありまして、採用枠もちょっと予算

が、なかなか取りきれないところもありまして 114 名のうち、今年度今 66 名、これ

も徐々に増えてきておりまして、今後、ここの数字をさらに 114 名の予算枠から増や

していきながら、任用を拡大していくべく取り組んでおるところでございます。手短

でありますが以上になります。 

鈴木会長 

ありがとうございました。ただいまの説明についてご質問ご意見がございましたら

挙手をお願いします。はい、よろしくお願いします。 

神谷委員 

愛知労働局職業対策課の神谷と申します。私からは、今の県教委さん、資料 11 に関

しまして、令和 5 年度までの状況を記載していただいておりますが、実際にはもう令

和 6 年度の、令和 6 年の 6 月 1 日の結果が出ているかと思います。こちらについて他

の資料、令和 6 年度入っている中で記載がないわけですけれども、実際、令和 6 年の

雇用率はもう公表されておりまして、1.63％ということで、進展が少し見られていな

い状況となっております。これにつきまして、私ども指導する立場としましてやはり

積極的に進めていかなければならない中、この状況について、県教委さんの方でどの

ようにお考えか、もし聞かせていただけるならお聞きしたいところでございます。 

鈴木会長 

ありがとうございます。教育委員会さんお願いします。 

愛知県教育委員会教職員課 水谷主査 

令和 6 年 6 月 1 日現在の雇用率については 1.63％ということでプラスマイナスゼロ

でありました。原因としましては、採用が進んでいたのですけれども退職者とか、非

常勤の方で、任用が次年度なかった方というところのマイナス分が想像以上に大きか

ったということであります。まずそういったことで、任用はしているけれどもマイナ

ス分も大きかったと把握しております。 

神谷委員 

民間も、2.5％が法定雇用率で、愛知の民間の法定雇用状況としましては 2.36％、 
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全国平均が 2.41％、昨年より 0.08 ポイント増加しております。民間でも努力している

中で、やはり教育委員会さんにつきましても、結果として退職者が多いということで

したら、そちらの方の対応もお願いしたいと思っております。以上です。 

鈴木会長 

ぜひよろしくお願いしたいと思います。その他の御意見は、手嶋委員お願いしま

す。 

手嶋委員 

関連でお話を。神谷委員どうもありがとうございました。資料見ていただくと 1 ペ

ージのところに 2018 年にぐっと雇用率が下がっておるわけですけれども、これが全国

的に問題になった水増し問題の年です。それがどういうことかって言いますと、本来

カウントしてはいけない方をカウントしていたということが明らかになった年がこの

年でして、3 ページのエのところに、多分教育委員会さんは「在職障害者の正確な把

握」っていうキーワードがここに出てきているんだろうなというふうに読み取れます

ここでちょっとご注意願いたいのは、そもそもカウントしていけない方をカウントし

て水増しし、雇用率がさらに悪化してしまったというところから、正確な把握ってい

うところのこの文言の中で、情報共有や詳細な把握をして今の障害だけれども手帳を

持ってない方や、把握できてない方を掘り出ししていきますよ、というふうに読み取

れてしまったり、あとは申告の依頼を徹底していく、というような書き方が書かれて

いるんですね。これぜひ、採用ができない状態でカウントが上がらないのであれば、

今、障害である方の教員を、ぜひ教えていただいてカウントにしていきたいという意

向かとは思うのですけれども、やはり障害をお持ちだけではなく、何らかのメンタル

的な対応でお休みになってらっしゃる方の先生方等には、こういった問い合わせとか

こういった申告っていうのは、かなり負担にかかる内容かと思いますので、これも国

が出している「把握確認ガイドライン」も出ておりますので、そういった先生方の把

握をするときにも、できれば 1 人でも増やしたい気持ちは分かるんですけれども、そ

の辺のところ注意して確認をしていただければなというふうに思っております。以上

です。 

あとこういった資料本当に出していただいてありがとうございました。ですので、

私どももし福祉関係者として教育委員会さんが困ってらっしゃることがこれで共有で

きてきましたので、こちら側としてももし何かお手伝いできることがあれば、やはり

オール愛知で少しでも雇用率達成できるように、私ができることでもお力添えしたい
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と思ってらっしゃる方ばかりですので、ぜひ依頼をしていただければなと思います

し、予算が足りなくてできないということであれば、私どもも県民 1 人として、この

手の予算をちゃんとつけるべきだというところに関しても声を上げていきたいなとい

うふうに思いましたので、また様々な出しにくい情報かもしれませんが、このように

出していただければと思います。どうもありがとうございました。 

鈴木会長 

 では木本委員、お願いします。 

木本委員 

ユートピア若宮の木本です。まず、訪問系サービスの支給決定基準について、その

後の調査いただきありがとうございます。しかもピックアップではなく全市町村調査

いただけて、本当にありがたいです。そのうえでヘルパーが足りないっていうのはは

っきり出ているわけですね。そのうえでこれをどうしていくかということも、これで

終わりではなくどうしていくかということを考えて頂きたいのと、例えば名古屋市は

居宅の利用率 69.2％、豊田が 68.9％、この似通った率で名古屋市の回答は「ヘルパー

不足」に〇が入っている。ただ豊田は「やや不足」に〇が入っているんですね。中核

市の岡崎や豊橋は３０％台で「やや不足」という回答なんです。「やや」というのは、

どういう「やや」なのか。すごく認識がずれている気がするんです。そのあたりを、

対策がどうという前に、各市町村が「これはやばいぞ」という感覚をもってもらわな

いと。ヘルパーは地域生活の基礎なので、その辺の意識づけを何か僕たちで考えてい

かないといけないのでは。 

あともう 1 個は、この乖離の理由に「アセスメント不足」という言葉がいくつかの

市町村から出ていて、市町村は計画をそんなに信用していないのか、というところが

すごく気になるとこなので、今回すごく頑張ってここまで出していただけたので、も

う一歩、これをどうしていくかということを是非ここで一緒に考えていただきたいと

切に願います。以上です。 

鈴木会長 

ありがとうございます。内容のところもご指摘いただきまして、事務局の方からコ

メントがあれば、よろしくお願いできますでしょうか。 

障害福祉課 西川担当課長 
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障害福祉課担当課⾧の西川と申します。ご意見、ご質問等含めてありがとうござい

ます。当然調査をして、この協議会にご報告もしておりますので、やれやれと思って

肩の荷を下ろすつもりはございません。この結果も踏まえまして、今後の施策を協議

会を通じて皆様方と一緒に考えさせていただきたいというふうに思っております。た

だちょっと 1 点だけ言い訳がございまして、不足・やや不足というものをあえて付け

加えさせていただきましたのはですね、数値的にパーセンテージを見れば、不足なの

かやや不足なのか私どもが機械的に評価をすることは可能であり委員のご指摘の通り

なんですが、担当者レベルの率直な感想も踏まえてというような部分を含めて、意図

して聞いておりますので、ここの部分については多少ご容赦いただけると大変助かり

ます。 

鈴木会長 

ありがとうございます。他にもちょっとご意見があるかもしれませんけれども、時

間が過ぎておりますので先に進めたいと思います。何かありましたらまた直接、ご質

問していただくなりしていただければありがたいなと。 

それでは最後に、手嶋委員よりグループホームマッチングサービスについて情報提

供をお願いいたします。 

手嶋委員 

時間押している中お時間いただきましてどうもありがとうございます。 

障害者等のＩＣＴ機器利用度支援が今求められている中、日本障害者リハビリテー

ション協会は 2006 年にですね、助成金を使って地域におけるインターネットパソコン

を利用した障害者情報支援に関する調査研究を実施しております。その結果の 1 つと

して、障害者ＩＴ支援団体等支援者間のネットワークの広がりを全国規模で確認でき

るように障害者支援団体データーベースが今運用されております。その障害者ＩＴ支

援団体のデーターベースによりますと、愛知県内では 7 団体が登録をされておりま

す。多くが、その支援内容がインターネットパソコンを利用できるようにするための

活用スキルの支援なのですが、そのうち 1 つが、2003 年 10 月の開業のふくはぴ愛知

と言いますけれども、ここが、障害者等のＩＣＴ機器利用支援の枠を広げまして、訪

問介護、重度訪問介護、居宅介護支援を利用する障害者等を提供する事業者を検索し

合えるマッチングシステムサービスを展開しております。利用者がインターネットパ

ソコン利用困難で、システム登録ができない場合でありましても、代わりに家族やマ

ネージャー、あとはケアマネージャー、相談支援専門員が代理で利用できるマッチン
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グサービスのようです。このマッチング登録利用料に関しては、すべて無料で利用で

きるわけですが、その無料にするための財源は広告収入と寄付というふうにホームペ

ージで書かれております。こちらの方の広告提供してらっしゃる団体も諸障害者の当

事者団体で愛知県内でいらっしゃるということも確認できております。 

また、マスコミも広く紹介されていて、3 月の時点でユーザー登録が 130 名、実際

のマッチング成立も 15 件という成果があります。一方、無料の紹介利用マッチングサ

ービスが運用されていく中で、一部民間企業の雇用達成が目的とも言われる障害者雇

用代行ビジネスや、介護保険事業の分野では、紹介事業所や代表代行業者に対して高

額な利用料や紹介料が支払われている実態が問題視されております。昨今厚生労働省

は、介護保険事業の分野において、有識者検討会の設置を決めております。そうした

背景から今日、皆さん方のお手元の資料 12 をご覧ください。 

今回私が問題提起させていただきたい内容は、お手元にあるＡＩ搭載の障害者グル

ープホームマッチングサービスについてでございます。ＡＩを活用したマッチングサー

ビスを障害分野に向けて、ビジネスモデル化したものでございます。そのビジネスモ

デルは、利用者の利用料は無料で、しかもマッチングが成立するとお祝い金 10 万円が

支払われるということです。その原資は、登録事業者が支払う国保連から入金額の 1

ヶ月分を、その利用料として払うことによってその原資が賄われているということで

す。この 2 月から愛知県では試行運用が開始されたとの報道があり、今後、相談事業

所向けのシステムは 3 月、就労支援システムは 9 月の運用開始が予定されていて、介

護保険事業分野の問題が障害福祉分野にも起こるのではないかと心配しております。 

まとめさせていただくと課題が 3 つあると私は思っております。1 つ目、相談支援が

形骸化していくのではないかということです。具体的には、安易なセルフプランが増

加し、結果利用者への不利益が起こるのではないか。2 つ目、税金で運用されている

個別給付が代理受給先である事業所からマッチング提供事業者を経由して、当事者に

キャッシュバックされているという実態になるのではないかということです。3 つ目、

障害者等のＩＣＴ機器利用支援がマッチングサービス利用拡大へと規制のないＩＣＴ

並びに、ＡＩの活用ということに広がりつつあるのではないかというところの懸念が

3 つございます。そうした課題から、早急に何らかのガイドライン等を愛知県でも検討

する準備を進めていくということが必要ではないかというところが、今回、ちょっと

皆さん方にお話を聞いていただいた趣旨でございます。以上です。 
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鈴木会長 

ありがとうございます。ニュースとか新聞とかでも出ていたかというふうに思いま

すけれども、整理とかガイドラインがない中で、こういうのは、進めていく中で出て

きてしまうことかと思いますけれども、私たちも気をつけながら、今後愛知県の皆様

方とも話し合いを進めていければいいなと思っております。情報提供ありがとうござ

いました。 

この会議は、愛知県さんと私たちの方とかが、協力しながら先へどんどん進めてい

く、障害福祉についてどんどん進めていきたいというふうに思っておりますので、ぜ

ひ、様々なご意見をいただきながら一緒に頑張っていければというふうに思っており

ます。以上をもちまして本日の議事はすべて終了しました。この後は司会を事務局の

方へお返しいたします。 

障害福祉課 山本補佐 

鈴木会⾧、議事の取り回しどうもありがとうございました。また委員の皆様方には

⾧時間にわたりまして、熱心なご協議をいただきまして、ありがとうございます。今

回の議事録につきまして、後日、委員の皆様方にご送付いたします。ご確認いただき

ましたのちにホームページに掲載させていただく予定でございますので、ご了承いた

だきますようお願いします。以上をもちまして、2024 年度第 2 回愛知県障害者自立支

援協議会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 


